
 

川崎市交通局市バス営業所改革アドバイザーに関する実施要綱 

平成２３年２月２８日  

２２川交庶第８８３号  

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市交通局非常勤嘱託員に関する基準要綱（平成１９

年３月２６日付け１８川交庶第１００９号。以下「基準要綱」という。）第

３４条の規定に基づき、法令等に別の定めがあるものを除くほか、川崎市交

通局市バス営業所改革アドバイザー非常勤嘱託員（以下「嘱託員」という。）

について必要な事項を定めるものとする。 

 （職名） 

第２条 嘱託員の職名は、市バス営業所改革アドバイザー非常勤嘱託員という。 

 （職及び職務） 

第３条 嘱託員の職は、市バス営業所改革アドバイザーとし、職務の内容は別

に定めるとおりとする。 

 （定数） 

第４条 嘱託員の定数は、３名とする。  

 （任用期間） 

第５条 嘱託員の任用期間は、任用条件書に定める。 

（勤務場所、勤務日及び勤務時間等） 

第６条 嘱託員は、管理課に勤務し、勤務日及び勤務時間等については次の各

号に定めるとおりとする。 

（１）勤務日は１月のうち１６日かつ週のうちあらかじめ指定する４日以内の

日とする。 

（２）１日の勤務時間は、原則として午前８時３０分から正午、午後０時４５



分から午後５時までの７時間４５分とし、その他の場合は、勤務開始時刻

から休憩時間を除き７時間４５分とする。 

（３）休憩時間は、正午から午後０時４５までの４５分とし、その他の場合は、

１日の勤務の途中における４５分とする。 

（休日等） 

第７条 嘱託員の休日等は、割り振られた勤務日以外の日とする。 

 （報酬） 

第８条 嘱託員の報酬額は、次のとおりとする。 

（１）第１種報酬の額は、月額３０４，０００円とする。 

（２）第２種報酬の額は、局長が別に定めるもののほか、正規職員の例による。  

（その他必要事項）  

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。 

 

    


